
老老発第0327 0 0 1号

平成１４年３月２７日

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿

厚生労働省老健局老人保健課長

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービ

ス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分）及び指

定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について」の一部改正について

今般 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正、

する件 （平成１４年厚生労働省告示第７１号）及び「老人保健法の規定による医」

療に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件 （平成１４年厚生労」

働省告示第７２号）が、平成１４年３月８日に公布され、平成１４年４月１日よ

り適用されることとされたこと等に伴い 「指定居宅サービスに要する費用の額の、

算定に関する基準（短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入

所者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関

する基準の制定に伴う実施上の留意事項について （平成１２年３月８日老企第４」

０号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）の一部を下記のとおり改正し、平成１

４年４月１日から適用することとしたので、内容を御了知の上、貴都道府県内市

町村（特別区を含む 、関係者等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺。）

憾のないようにお願いする。

記

第２の１の（４）中「小数点以下」を「小数点第２位以下」に改める。

第２の８の（１）の①中「及び診療計画」を「、診療計画、画像診断及びリハ

ビリテーション」に 「夜間勤務等看護加算２ｂ」を「夜間勤務等看護加算５」に、

改める。

「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に 「看護婦」を「看護師」に改める。、



参考）（

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス、痴呆対応型共

同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について （平成１２年３月８日老企第」

４０号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）の一部改正について

（下線部が改正部分）

改正後 改正前

第２ 居宅サービス単位表（短期入所生活介 第２ 居宅サービス単位表（短期入所生活介

護費から特定施設入所者生活介護費に係る 護費から特定施設入所者生活介護費に係る

部分に限る ）及び施設サービス単位数表 部分に限る ）及び施設サービス単位数表。 。

１ 通則 １ 通則

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４）常勤換算方法による職員数の算定方 （４）常勤換算方法による職員数の算定方

法について 法について

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、

当該事業所又は施設において常勤の職 当該事業所又は施設において常勤の職

員が勤務すべき時間で除することによ 員が勤務すべき時間で除することによ

って算定するものとし、小数点第２位 って算定するものとし、小数点以下を

以下を切り捨てるものとする。なお、 切り捨てるものとする。なお、やむを

やむを得ない事情により、配置されて 得ない事情により、配置されていた職

いた職員数が一時的に１割の範囲内で 員数が一時的に１割の範囲内で減少し

減少した場合は、１月を超えない期間 た場合は、１月を超えない期間内に職

内に職員が補充されれば、職員数が減 員が補充されれば、職員数が減少しな

少しなかったものとみなすこととす かったものとみなすこととする。

る。

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

８ 介護療養施設サービス ８ 介護療養施設サービス

（１）療養型介護療養施設サービス費、診 （１）療養型介護療養施設サービス費、診

療所型介護療養施設サービス費、痴呆 療所型介護療養施設サービス費、痴呆

疾患型介護療養施設サービス費及び介 疾患型介護療養施設サービス費及び介

護力強化型介護療養施設サービス費の 護力強化型介護療養施設サービス費の

対象となるサービスの範囲 対象となるサービスの範囲

① 療養型介護療養施設サービス費、診 ① 療養型介護療養施設サービス費、診

療所型介護療養施設サービス費及び介 療所型介護療養施設サービス費及び介

護力強化型介護療養施設サービス費に 護力強化型介護療養施設サービス費に

ついては、医療保険の診療報酬点数表 ついては、医療保険の診療報酬点数表

における入院基本料（院内感染対策、 における入院基本料（院内感染対策及

診療計画、画像診断及びリハビリテー び診療計画に係る費用分を除く 、夜。）

ションに係る費用分を除く 、夜間 間勤務等看護加算２ｂ及び療養病棟療。）

勤務等看護加算５及び療養病棟療養環 養環境加算並びにおむつ代を含むもの

境加算並びにおむつ代を含むものであ であること。

ること。



② （略） ② （略）

（２）～（１５） （略） （２）～（１５） （略）


